
(57)【要約】

【課題】周辺の状況に応じて適切な灯火制御を自動実行

すること。

【解決手段】周辺状況判断部１２がナビゲーションシス

テム４２、車両間通信装置４３、レーダ４４、カメラ４

５、路車間通信装置４６、車速センサ４７などの出力を

用いて状況判断を行ない、前照灯動作制御部１３が状況

に応じてハイビーム照射とロービーム照射の切り替え、

照射距離や照射範囲の変更、点灯閾値の設定、制御モー

ドの切り替えを実行するとともに、コーナリングランプ

制御部１４がコーナリングランプの点灯制御への介入や

コーナリングランプ５３の照射範囲の変更を行なう。

【選択図】　　　　図１

JP 2007-30739 A 2007.2.8



【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 車 載 灯 具 の 動 作 を 制 御 す る 車 載 灯 具 制 御 装 置 で あ っ て 、
　 運 転 者 の 操 作 に 関 係 す る 情 報 を 取 得 す る 第 一 情 報 取 得 手 段 と 、
　 自 車 両 の 走 行 に 関 係 す る 情 報 を 取 得 す る 第 二 情 報 取 得 手 段 と 、
　 前 記 第 一 ま た は 第 二 情 報 取 得 手 段 が 取 得 し た 情 報 に 基 づ い て 現 在 、 将 来 の 少 な く と も い
ず れ か の 車 両 状 況 の 判 断 を 行 な う 状 況 判 断 手 段 と 、
　 前 記 状 況 判 断 手 段 に よ る 判 断 結 果 に 基 づ い て 前 記 車 載 灯 具 の 灯 火 状 態 を 制 御 す る 灯 火 制
御 手 段 と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 車 載 灯 具 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 第 二 情 報 取 得 手 段 は 、 自 車 両 の 経 路 案 内 を 行 な う ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム 、 他 車 両
と の 通 信 を 行 な う 車 両 間 通 信 装 置 、 自 車 両 周 辺 の 物 体 を 検 知 す る レ ー ダ 装 置 、 自 車 両 周 辺
を 撮 影 す る 撮 影 装 置 、 路 上 に 設 置 さ れ た 路 上 通 信 装 置 と の 通 信 を 行 な う 路 車 間 通 信 装 置 、
自 車 両 の 走 行 速 度 を 取 得 す る 速 度 セ ン サ の う ち 少 な く と も い ず れ か を 含 む こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 １ に 記 載 の 車 載 灯 具 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 状 況 判 断 手 段 は 、 時 刻 、 自 車 両 の 位 置 、 走 行 速 度 、 走 行 予 定 経 路 、 道 路 の 形 状 、 地
図 情 報 、 周 辺 車 両 の 位 置 、 歩 行 者 の 位 置 の う ち 少 な く と も い ず れ か 一 つ に 基 づ い て 状 況 判
断 を 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 車 載 灯 具 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 主 前 照 灯 の ハ イ ビ ー ム 照 射 状 態 と ロ ー ビ ー ム 照 射 状 態 と を 切 り 替
え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ， ２ ま た は ３ に 記 載 の 車 載 灯 具 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 前 記 状 況 判 断 手 段 が 自 車 両 近 傍 に 先 行 車 両 、 対 向 車 両 、 対 向 す る
歩 行 者 の い ず れ か の 存 在 を 検 知 し た 場 合 に 前 記 主 前 照 灯 を ロ ー ビ ー ム 照 射 状 態 に す る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ に 記 載 の 車 載 灯 具 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 前 記 状 況 判 断 手 段 に よ っ て 自 車 両 が カ ー ブ の 手 前 を 走 行 中 で あ る
と 判 断 さ れ た 場 合 に 前 記 主 前 照 灯 を ハ イ ビ ー ム 照 射 状 態 に す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４
ま た は ５ に 記 載 の 車 載 灯 具 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 主 前 照 灯 の 照 射 範 囲 を 変 更 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ６ の
い ず れ か 一 つ に 記 載 の 車 載 灯 具 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 前 記 状 況 判 断 手 段 に よ っ て 判 断 さ れ た 周 辺 車 両 と の 距 離 に 基 づ い
て 前 記 主 前 照 灯 の 照 射 距 離 を 変 更 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 車 載 灯 具 制 御 装
置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 自 車 両 が 走 行 中 で あ る 道 路 が 左 側 走 行 で あ る か 右 側 走 行 で あ る か
に 基 づ い て 前 記 主 前 照 灯 の 照 射 範 囲 を 変 更 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ ま た は ８ に 記 載
の 車 載 灯 具 制 御 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 自 車 両 が 走 行 中 で あ る 道 路 の 外 側 の 状 況 に 基 づ い て 前 記 主 前 照 灯
の 照 射 範 囲 を 変 更 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ ， ８ ま た は ９ に 記 載 の 車 載 灯 具 制 御 装 置
。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 車 載 灯 具 の 自 動 点 灯 お よ び ／ ま た は 自 動 消 灯 の 判 定 に 使 用 す る 照
度 閾 値 を 変 更 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ １ ０ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 車 載 灯 具 制 御
装 置 。
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【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 日 没 時 刻 に 近 づ い た 場 合 に 前 記 照 度 閾 値 を 上 げ る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 １ １ に 記 載 の 車 載 灯 具 制 御 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 車 両 の 通 行 量 が 少 な く 、 か つ 見 通 し が 悪 い 場 所 を 走 行 中 で あ る 場
合 に 前 記 照 度 閾 値 を 上 げ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ １ ま た は １ ２ に 記 載 の 車 載 灯 具 制 御
装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 自 車 両 が 走 行 中 で あ る 地 域 に お け る 車 載 灯 具 の 灯 火 規 則 に 基 づ い
て 車 載 灯 具 の 自 動 点 灯 お よ び ／ ま た は 自 動 消 灯 の 制 御 モ ー ド を 切 り 替 え る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 １ ～ １ ３ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 車 載 灯 具 制 御 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 自 車 両 の 位 置 、 走 行 予 定 経 路 、 道 路 の 形 状 、 地 図 情 報 の う ち 少 な
く と も い ず れ か を 用 い て コ ー ナ リ ン グ ラ ン プ の 点 灯 を 自 動 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ ～ １ ４ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 車 載 灯 具 制 御 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 自 車 両 の 走 行 速 度 に 基 づ い て コ ー ナ リ ン グ ラ ン プ の 照 射 範 囲 を 変
更 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ １ ５ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 車 載 灯 具 制 御 装 置 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 状 況 判 断 手 段 に よ っ て 高 架 下 の 走 行 が 予 測 さ れ た 場 合 に 、 車 載 灯
具 の 自 動 点 灯 時 の デ ィ レ イ 時 間 増 加 処 理 お よ び ／ ま た は 自 動 点 灯 用 判 定 閾 値 の 変 更 処 理 を
実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ １ ６ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 車 載 灯 具 制 御 装 置 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 時 刻 情 報 に 基 づ い て 車 載 灯 具 の 自 動 点 灯 時 の デ ィ レ イ 時 間 増 加 処
理 お よ び ／ ま た は 自 動 点 灯 用 判 定 閾 値 の 変 更 処 理 を 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～
１ ７ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 車 載 灯 具 制 御 装 置 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 前 記 状 況 判 断 手 段 は 、 前 記 第 一 情 報 取 得 手 段 お よ び ／ ま た は 前 記 第 二 情 報 取 得 手 段 の 出
力 に 対 す る 重 み 付 け を 行 な う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ １ ８ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 車
載 灯 具 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
　 車 載 灯 具 の 動 作 を 制 御 す る 車 載 灯 具 制 御 装 置 で あ っ て 、
　 自 車 両 の 走 行 に 関 係 す る 情 報 を 取 得 す る 情 報 取 得 手 段 と 、
　 前 記 情 報 取 得 手 段 が 取 得 し た 情 報 に 基 づ い て 状 況 判 断 を 行 な う 状 況 判 断 手 段 と 、
　 前 記 状 況 判 断 手 段 に よ る 判 断 結 果 に 基 づ い て 前 記 車 載 灯 具 の 灯 火 状 態 を 制 御 す る 灯 火 制
御 手 段 と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 車 載 灯 具 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ２ １ 】
　 車 載 灯 具 の 自 動 点 灯 、 自 動 消 灯 の 少 な く と も 何 れ か の 制 御 を 、 車 両 周 囲 の 照 度 と 所 定 の
閾 値 と を 比 較 す る こ と に よ っ て 制 御 す る 車 載 灯 具 制 御 装 置 で あ っ て 、
　 自 車 両 の 走 行 に 関 係 す る 情 報 を 取 得 す る 情 報 取 得 手 段 と 、
　 前 記 情 報 取 得 手 段 が 取 得 し た 情 報 に 基 づ い て 、 現 在 、 将 来 の 少 な く と も 何 れ か の 車 両 の
状 況 判 断 を 行 な う 車 両 状 況 判 断 手 段 と 、
　 前 記 閾 値 を 前 記 車 両 状 況 判 断 手 段 に よ る 判 断 結 果 に 基 づ い て 段 階 的 に 変 更 す る 灯 火 制 御
手 段 と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 車 載 灯 具 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ２ ２ 】
　 車 載 灯 具 の 動 作 を 制 御 す る 車 載 灯 具 制 御 方 法 で あ っ て 、
　 運 転 者 の 操 作 に 関 係 す る 情 報 を 取 得 す る 第 一 情 報 取 得 工 程 と 、
　 自 車 両 の 走 行 に 関 係 す る 情 報 を 取 得 す る 第 二 情 報 取 得 工 程 と 、
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　 前 記 第 一 ま た は 第 二 情 報 取 得 工 程 に よ っ て 取 得 し た 情 報 に 基 づ い て 現 在 、 将 来 の 少 な く
と も い ず れ か の 車 両 状 況 の 判 断 を 行 な う 状 況 判 断 工 程 と 、
　 前 記 状 況 判 断 工 程 に よ る 判 断 結 果 に 基 づ い て 前 記 車 載 灯 具 の 灯 火 状 態 を 制 御 す る 灯 火 制
御 工 程 と 、
　 を 含 ん だ こ と を 特 徴 と す る 車 載 灯 具 制 御 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 こ の 発 明 は 、 車 載 灯 具 の 動 作 を 制 御 す る 車 載 灯 具 制 御 装 置 お よ び 車 載 灯 具 制 御 方 法 に 関
し 、 特 に 周 辺 の 状 況 に 応 じ て 適 切 な 灯 火 制 御 を 自 動 実 行 す る 車 載 灯 具 制 御 装 置 お よ び 車 載
灯 具 制 御 方 法 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 、 車 両 に は 照 明 や 通 知 を 目 的 と し た 各 種 灯 具 が 搭 載 さ れ て い る 。 例 え ば 、 夜 間 や ト
ン ネ ル 内 に お け る 前 方 の 照 明 に 使 用 す る 主 前 照 灯 （ ヘ ッ ド ラ イ ト ） 、 自 車 両 の 存 在 通 知 や
車 幅 の 通 知 に 使 用 す る 車 幅 灯 （ ス モ ー ル ラ ン プ ） 、 右 左 折 時 に 進 行 先 を 照 明 し て 主 前 照 灯
を 補 助 す る コ ー ナ リ ン グ ラ ン プ 、 右 左 折 の 予 定 の 通 知 や 非 常 時 の 通 知 に 使 用 す る ウ イ ン カ
ー ラ ン プ 、 自 車 両 の 減 速 を 通 知 す る ブ レ ー キ ラ ン プ な ど が よ く 使 用 さ れ る 車 載 灯 具 で あ る
。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 そ し て 近 年 、 ヘ ッ ド ラ イ ト の 点 灯 や 消 灯 を 自 動 化 す る 各 種 技 術 が 考 案 さ れ て い る 。 例 え
ば 特 許 文 献 １ は 、 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 装 置 が 提 供 す る 地 図 情 報 か ら ト ン ネ ル を 検 知 し 、 ヘ ッ ド
ラ イ ト の 点 灯 や 消 灯 を 自 動 実 行 す る 技 術 を 公 開 し て い る 。 ま た 、 特 許 文 献 ２ は 、 ナ ビ ゲ ー
シ ョ ン 装 置 を 利 用 し て ヘ ッ ド ラ イ ト の 消 し 忘 れ を 検 知 し て 通 知 す る 技 術 を 公 開 し て い る 。
さ ら に 特 許 文 献 ３ は 、 セ ン サ に よ り 車 両 前 方 の 明 る さ を 検 知 し て ヘ ッ ド ラ イ ト を 自 動 制 御
す る 技 術 を 開 示 し て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 １ １ － ３ ２ １ ４ ４ １ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 平 １ ０ － ２ ７ ２ ９ ８ ３ 号 公 報
【 特 許 文 献 ３ 】 特 開 ２ ０ ０ ３ － １ １ ８ ４ ７ ５ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 と こ ろ で 、 ヘ ッ ド ラ イ ト に は １ ０ ０ m先 の 障 害 物 を 認 識 す る た め の ハ イ ビ ー ム 照 射 と ４
０ m先 の 障 害 物 を 認 識 す る た め の ロ ー ビ ー ム 照 射 の 二 つ の 動 作 モ ー ド が 設 定 さ れ て い る 。
こ れ は 、 先 行 車 両 や 対 向 車 両 が 存 在 す る 場 合 に ハ イ ビ ー ム 照 射 を 行 な う と 先 行 車 両 や 対 向
車 両 を 眩 惑 す る 可 能 性 が あ る た め で あ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 そ し て 、 従 来 の 技 術 で は ヘ ッ ド ラ イ ト の 点 灯 ・ 消 灯 は 自 動 制 御 で き た が 、 ハ イ ビ ー ム と
ロ ー ビ ー ム の 切 り 替 え は 運 転 者 が 手 動 で 操 作 す る 必 要 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 ま た 、 周 囲 の 明 る さ を 基 準 に ヘ ッ ド ラ イ ト を 点 灯 す る 場 合 、 日 没 時 の よ う に 徐 々 に 暗 く
な っ て ゆ く 状 況 、 遮 蔽 物 な ど で 一 時 的 に 暗 く な っ た 状 況 、 運 転 者 の 目 視 に は 十 分 な 明 る さ
が あ る が 周 辺 に 対 し て 自 車 両 の 存 在 を 通 知 す る た め に ヘ ッ ド ラ イ ト の 点 灯 が 望 ま し い 状 況
な ど 、 各 種 状 況 に 対 応 し た 柔 軟 な 点 灯 制 御 を 行 な う こ と は で き な か っ た 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 同 様 に 、 コ ー ナ リ ン グ ラ ン プ に つ い て も 、 従 来 は 単 純 に ウ イ ン カ ー ラ ン プ と 連 動 す る の
み で あ っ た の で 、 右 左 折 以 外 の 状 況 に お け る 照 明 な ど に 使 用 す る こ と が で き な か っ た 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 す な わ ち 、 従 来 の 技 術 で は 、 灯 具 の 自 動 制 御 は 単 純 に 過 ぎ 、 状 況 に 応 じ た 柔 軟 な 制 御 が
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で き な い と い う 問 題 点 が あ っ た 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 は 、 上 述 し た 従 来 技 術 に お け る 問 題 点 を 解 消 し 、 課 題 を 解 決 す る た め に な さ れ た
も の で あ り 、 周 辺 の 状 況 に 応 じ て 適 切 な 灯 火 制 御 を 自 動 実 行 す る 車 載 灯 具 制 御 装 置 お よ び
車 載 灯 具 制 御 方 法 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 上 述 し た 課 題 を 解 決 し 、 目 的 を 達 成 す る た め 、 請 求 項 １ の 発 明 に 係 る 車 載 灯 具 制 御 装 置
は 、 車 載 灯 具 の 動 作 を 制 御 す る 車 載 灯 具 制 御 装 置 で あ っ て 、 運 転 者 の 操 作 に 関 係 す る 情 報
を 取 得 す る 第 一 情 報 取 得 手 段 と 、 自 車 両 の 走 行 に 関 係 す る 情 報 を 取 得 す る 第 二 情 報 取 得 手
段 と 、 前 記 第 一 ま た は 第 二 情 報 取 得 手 段 が 取 得 し た 情 報 に 基 づ い て 現 在 、 将 来 の 少 な く と
も い ず れ か の 車 両 状 況 の 判 断 を 行 な う 状 況 判 断 手 段 と 、 前 記 状 況 判 断 手 段 に よ る 判 断 結 果
に 基 づ い て 前 記 車 載 灯 具 の 灯 火 状 態 を 制 御 す る 灯 火 制 御 手 段 と 、 を 備 え た こ と を 特 徴 と す
る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 こ の 請 求 項 １ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 運 転 者 の 操 作 に 関 係 す る 情 報 と 、 自
車 両 の 走 行 に 関 係 す る 情 報 を 取 得 し て 状 況 判 断 し 、 判 断 結 果 に 基 づ い て 車 載 灯 具 の 灯 火 状
態 を 制 御 す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 ま た 、 請 求 項 ２ の 発 明 に 係 る 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 に お い て 、 前
記 第 二 情 報 取 得 手 段 は 、 自 車 両 の 経 路 案 内 を 行 な う ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム 、 他 車 両 と の
通 信 を 行 な う 車 両 間 通 信 装 置 、 自 車 両 周 辺 の 物 体 を 検 知 す る レ ー ダ 装 置 、 自 車 両 周 辺 を 撮
影 す る 撮 影 装 置 、 路 上 に 設 置 さ れ た 路 上 通 信 装 置 と の 通 信 を 行 な う 路 車 間 通 信 装 置 、 自 車
両 の 走 行 速 度 を 取 得 す る 速 度 セ ン サ の う ち 少 な く と も い ず れ か を 含 む こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 こ の 請 求 項 ２ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 自 車 両 の 経 路 案 内 を 行 な う ナ ビ ゲ ー
シ ョ ン シ ス テ ム 、 他 車 両 と の 通 信 を 行 な う 車 両 間 通 信 装 置 、 自 車 両 周 辺 の 物 体 を 検 知 す る
レ ー ダ 装 置 、 自 車 両 周 辺 を 撮 影 す る 撮 影 装 置 、 路 上 に 設 置 さ れ た 路 上 通 信 装 置 と の 通 信 を
行 な う 路 車 間 通 信 装 置 、 自 車 両 の 走 行 速 度 を 取 得 す る 速 度 セ ン サ な ど の 出 力 を 用 い て 状 況
判 断 し 、 判 断 結 果 に 基 づ い て 車 載 灯 具 の 灯 火 状 態 を 制 御 す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 ま た 、 請 求 項 ３ の 発 明 に 係 る 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 発 明 に お
い て 、 前 記 状 況 判 断 手 段 は 、 時 刻 、 自 車 両 の 位 置 、 走 行 速 度 、 走 行 予 定 経 路 、 道 路 の 形 状
、 地 図 情 報 、 周 辺 車 両 の 位 置 、 歩 行 者 の 位 置 の う ち 少 な く と も い ず れ か 一 つ に 基 づ い て 状
況 判 断 を 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 こ の 請 求 項 ３ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 時 刻 、 自 車 両 の 位 置 、 走 行 速 度 、 走
行 予 定 経 路 、 道 路 の 形 状 、 地 図 情 報 、 周 辺 車 両 の 位 置 、 歩 行 者 の 位 置 な ど に 基 づ い て 状 況
判 断 し 、 判 断 結 果 に 基 づ い て 車 載 灯 具 の 灯 火 状 態 を 制 御 す る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 ま た 、 請 求 項 ４ の 発 明 に 係 る 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 請 求 項 １ ， ２ ま た は ３ に 記 載 の 発 明
に お い て 、 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 主 前 照 灯 の ハ イ ビ ー ム 照 射 状 態 と ロ ー ビ ー ム 照 射 状 態 と
を 切 り 替 え る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 こ の 請 求 項 ４ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 自 車 両 の 走 行 に 関 係 す る 情 報 を 取 得
し て 状 況 判 断 し 、 判 断 結 果 に 基 づ い て 主 前 照 灯 の ハ イ ビ ー ム 照 射 状 態 と ロ ー ビ ー ム 照 射 状
態 と を 切 り 替 え る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 ま た 、 請 求 項 ５ の 発 明 に 係 る 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 請 求 項 ４ に 記 載 の 発 明 に お い て 、 前
記 灯 火 制 御 手 段 は 、 前 記 状 況 判 断 手 段 が 自 車 両 近 傍 に 先 行 車 両 、 対 向 車 両 、 対 向 す る 歩 行
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者 の い ず れ か の 存 在 を 検 知 し た 場 合 に 前 記 主 前 照 灯 を ロ ー ビ ー ム 照 射 状 態 に す る こ と を 特
徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 こ の 請 求 項 ５ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 自 車 両 の 走 行 に 関 係 す る 情 報 を 取 得
し て 状 況 判 断 し 、 自 車 両 近 傍 に 先 行 車 両 、 対 向 車 両 、 対 向 す る 歩 行 者 の う ち い ず れ か を 検
知 し た 場 合 に 主 前 照 灯 を ロ ー ビ ー ム 照 射 状 態 に す る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 ま た 、 請 求 項 ６ の 発 明 に 係 る 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 請 求 項 ４ ま た は ５ に 記 載 の 発 明 に お
い て 、 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 前 記 状 況 判 断 手 段 に よ っ て 自 車 両 が カ ー ブ の 手 前 を 走 行 中 で
あ る と 判 断 さ れ た 場 合 に 前 記 主 前 照 灯 を ハ イ ビ ー ム 照 射 状 態 に す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 こ の 請 求 項 ６ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 自 車 両 の 走 行 に 関 係 す る 情 報 を 取 得
し て 状 況 判 断 し 、 そ の 結 果 自 車 両 が カ ー ブ の 手 前 を 走 行 中 で あ る と 判 断 し た 場 合 に 主 前 照
灯 を ハ イ ビ ー ム 状 態 と す る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 ま た 、 請 求 項 ７ の 発 明 に 係 る 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 請 求 項 １ ～ ６ の い ず れ か 一 つ に 記 載
の 発 明 に お い て 、 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 主 前 照 灯 の 照 射 範 囲 を 変 更 す る こ と を 特 徴 と す る
。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 こ の 請 求 項 ７ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 自 車 両 の 走 行 に 関 係 す る 情 報 を 取 得
し て 状 況 判 断 し 、 判 断 結 果 に 基 づ い て 主 前 照 灯 の 照 射 範 囲 を 変 更 す る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 ま た 、 請 求 項 ８ の 発 明 に 係 る 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 請 求 項 ７ に 記 載 の 発 明 に お い て 、 前
記 灯 火 制 御 手 段 は 、 前 記 状 況 判 断 手 段 に よ っ て 判 断 さ れ た 周 辺 車 両 と の 距 離 に 基 づ い て 前
記 主 前 照 灯 の 照 射 距 離 を 変 更 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 こ の 請 求 項 ８ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 周 辺 車 両 と の 距 離 に 基 づ い て 主 前 照
灯 の 照 射 距 離 を 変 更 す る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 ま た 、 請 求 項 ９ の 発 明 に 係 る 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 請 求 項 ７ ま た は ８ に 記 載 の 発 明 に お
い て 、 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 自 車 両 が 走 行 中 で あ る 道 路 が 左 側 走 行 で あ る か 右 側 走 行 で あ
る か に 基 づ い て 前 記 主 前 照 灯 の 照 射 範 囲 を 変 更 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 こ の 請 求 項 ９ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 自 車 両 が 走 行 中 で あ る 道 路 が 左 側 走
行 で あ る か 右 側 走 行 で あ る か に 基 づ い て 主 前 照 灯 の 照 射 範 囲 を 変 更 す る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ０ の 発 明 に 係 る 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 請 求 項 ７ ， ８ ま た は ９ に 記 載 の 発
明 に お い て 、 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 自 車 両 が 走 行 中 で あ る 道 路 の 外 側 の 状 況 に 基 づ い て 前
記 主 前 照 灯 の 照 射 範 囲 を 変 更 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 こ の 請 求 項 １ ０ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 自 車 両 が 走 行 中 で あ る 道 路 の 外 側
の 状 況 に 基 づ い て 主 前 照 灯 の 照 射 範 囲 を 変 更 す る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ １ の 発 明 に 係 る 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 請 求 項 １ ～ １ ０ の い ず れ か 一 つ に
記 載 の 発 明 に お い て 、 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 車 載 灯 具 の 自 動 点 灯 お よ び ／ ま た は 自 動 消 灯
の 判 定 に 使 用 す る 照 度 閾 値 を 変 更 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 こ の 請 求 項 １ １ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 自 車 両 の 走 行 に 関 係 す る 情 報 を 取
得 し て 状 況 判 断 し 、 判 断 結 果 に 基 づ い て 車 載 灯 具 の 自 動 点 灯 お よ び ／ ま た は 自 動 消 灯 の 判
定 に 使 用 す る 照 度 閾 値 を 変 更 す る 。
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【 ０ ０ ３ ３ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ２ の 発 明 に 係 る 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 請 求 項 １ １ に 記 載 の 発 明 に お い て
、 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 日 没 時 刻 に 近 づ い た 場 合 に 前 記 照 度 閾 値 を 上 げ る こ と を 特 徴 と す
る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 こ の 請 求 項 １ ２ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 日 没 時 刻 が 近 づ い た 場 合 に 車 載 灯
具 の 点 灯 ・ 消 灯 制 御 に 使 用 す る 照 度 閾 値 を 上 げ る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ３ の 発 明 に 係 る 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 請 求 項 １ １ ま た は １ ２ に 記 載 の 発
明 に お い て 、 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 車 両 の 通 行 量 が 少 な く 、 か つ 見 通 し が 悪 い 場 所 を 走 行
中 で あ る 場 合 に 前 記 照 度 閾 値 を 上 げ る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 こ の 請 求 項 １ ３ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 車 両 の 通 行 量 が 少 な く 、 か つ 見 通
し が 悪 い 場 所 を 走 行 中 で あ る 場 合 に 、 車 載 灯 具 の 点 灯 ・ 消 灯 制 御 に 使 用 す る 照 度 閾 値 を 上
げ る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ４ の 発 明 に 係 る 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 請 求 項 １ ～ １ ３ の い ず れ か 一 つ に
記 載 の 発 明 に お い て 、 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 自 車 両 が 走 行 中 で あ る 地 域 に お け る 車 載 灯 具
の 灯 火 規 則 に 基 づ い て 車 載 灯 具 の 自 動 点 灯 お よ び ／ ま た は 自 動 消 灯 の 制 御 モ ー ド を 切 り 替
え る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 こ の 請 求 項 １ ４ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 自 車 両 が 走 行 中 で あ る 地 域 に お け
る 車 載 灯 具 の 灯 火 規 則 に 基 づ い て 車 載 灯 具 の 自 動 点 灯 お よ び ／ ま た は 自 動 消 灯 の 制 御 モ ー
ド を 切 り 替 え る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ５ の 発 明 に 係 る 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 請 求 項 １ ～ １ ４ の い ず れ か 一 つ に
記 載 の 発 明 に お い て 、 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 自 車 両 の 位 置 、 走 行 予 定 経 路 、 道 路 の 形 状 、
地 図 情 報 の う ち 少 な く と も い ず れ か を 用 い て コ ー ナ リ ン グ ラ ン プ の 点 灯 を 自 動 実 行 す る こ
と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 こ の 請 求 項 １ ５ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 自 車 両 の 位 置 、 走 行 予 定 経 路 、 道
路 の 形 状 、 地 図 情 報 の う ち 少 な く と も い ず れ か を 用 い て コ ー ナ リ ン グ ラ ン プ の 点 灯 を 自 動
実 行 す る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ６ の 発 明 に 係 る 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 請 求 項 １ ～ １ ５ の い ず れ か 一 つ に
記 載 の 発 明 に お い て 、 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 自 車 両 の 走 行 速 度 に 基 づ い て コ ー ナ リ ン グ ラ
ン プ の 照 射 範 囲 を 変 更 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 こ の 請 求 項 １ ６ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 自 車 両 の 走 行 速 度 に 基 づ い て コ ー
ナ リ ン グ ラ ン プ の 照 射 範 囲 を 変 更 す る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ７ の 発 明 に 係 る 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 請 求 項 １ ～ １ ６ の い ず れ か 一 つ に
記 載 の 発 明 に お い て 、 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 状 況 判 断 手 段 に よ っ て 高 架 下 の 走 行 が 予 測 さ
れ た 場 合 に 、 車 載 灯 具 の 自 動 点 灯 時 の デ ィ レ イ 時 間 増 加 処 理 お よ び ／ ま た は 自 動 点 灯 用 判
定 閾 値 の 変 更 処 理 を 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 こ の 請 求 項 １ ７ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 高 架 下 の 走 行 が 予 測 さ れ た 場 合 に
、 車 載 灯 具 の 自 動 点 灯 時 の デ ィ レ イ 時 間 増 加 や 自 動 点 灯 用 判 定 閾 値 の 変 更 を 行 な う 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ８ の 発 明 に 係 る 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 請 求 項 １ ～ １ ７ の い ず れ か 一 つ に

10

20

30

40

50

(7) JP 2007-30739 A 2007.2.8



記 載 の 発 明 に お い て 、 前 記 灯 火 制 御 手 段 は 、 時 刻 情 報 に 基 づ い て 車 載 灯 具 の 自 動 点 灯 時 の
デ ィ レ イ 時 間 増 加 処 理 お よ び ／ ま た は 自 動 点 灯 用 判 定 閾 値 の 変 更 処 理 を 実 行 す る こ と を 特
徴 と す る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 こ の 請 求 項 １ ８ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 時 刻 情 報 に 基 づ い て 車 載 灯 具 の 自
動 点 灯 時 の デ ィ レ イ 時 間 増 加 や 自 動 点 灯 用 判 定 閾 値 の 変 更 を 行 な う 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ９ の 発 明 に 係 る 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 請 求 項 １ ～ １ ８ の い ず れ か 一 つ に
記 載 の 発 明 に お い て 、 前 記 状 況 判 断 手 段 は 、 前 記 第 一 情 報 取 得 手 段 お よ び ／ ま た は 前 記 第
二 情 報 取 得 手 段 の 出 力 に 対 す る 重 み 付 け を 行 な う こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 こ の 請 求 項 １ ９ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 情 報 取 得 手 段 の 出 力 に 対 す る 重 み
付 け を 行 な う 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 ま た 、 請 求 項 ２ ０ の 発 明 に 係 る 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 車 載 灯 具 の 動 作 を 制 御 す る 車 載 灯
具 制 御 装 置 で あ っ て 、 自 車 両 の 走 行 に 関 係 す る 情 報 を 取 得 す る 情 報 取 得 手 段 と 、 前 記 情 報
取 得 手 段 が 取 得 し た 情 報 に 基 づ い て 状 況 判 断 を 行 な う 状 況 判 断 手 段 と 、 前 記 状 況 判 断 手 段
に よ る 判 断 結 果 に 基 づ い て 前 記 車 載 灯 具 の 灯 火 状 態 を 制 御 す る 灯 火 制 御 手 段 と 、 を 備 え た
こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 こ の 請 求 項 ２ ０ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 自 車 両 の 走 行 に 関 係 す る 情 報 を 取
得 し て 状 況 判 断 し 、 判 断 結 果 に 基 づ い て 車 載 灯 具 の 灯 火 状 態 を 制 御 す る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 ま た 、 請 求 項 ２ １ の 発 明 に 係 る 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 車 載 灯 具 の 自 動 点 灯 、 自 動 消 灯 の
少 な く と も 何 れ か の 制 御 を 、 車 両 周 囲 の 照 度 と 所 定 の 閾 値 と を 比 較 す る こ と に よ っ て 制 御
す る 車 載 灯 具 制 御 装 置 で あ っ て 、 自 車 両 の 走 行 に 関 係 す る 情 報 を 取 得 す る 情 報 取 得 手 段 と
、 前 記 情 報 取 得 手 段 が 取 得 し た 情 報 に 基 づ い て 、 現 在 、 将 来 の 少 な く と も 何 れ か の 車 両 の
状 況 判 断 を 行 な う 車 両 状 況 判 断 手 段 と 、 前 記 閾 値 を 前 記 車 両 状 況 判 断 手 段 に よ る 判 断 結 果
に 基 づ い て 段 階 的 に 変 更 す る 灯 火 制 御 手 段 と 、 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 こ の 請 求 項 ２ １ の 発 明 に 係 る 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 自 車 両 の 走 行 に 関 係 す る 情 報 を 取 得
し て 現 在 、 詳 細 の 少 な く と も 何 れ か の 車 両 の 状 況 判 断 を 行 な い 、 判 断 結 果 に 基 づ い て 車 載
灯 具 の 自 動 点 灯 ・ 自 動 消 灯 に 用 い る 照 度 閾 値 を 段 階 的 に 変 更 す る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 ま た 、 請 求 項 ２ ２ の 発 明 に 係 る 車 載 灯 具 制 御 方 法 は 、 車 載 灯 具 の 動 作 を 制 御 す る 車 載 灯
具 制 御 方 法 で あ っ て 、 運 転 者 の 操 作 に 関 係 す る 情 報 を 取 得 す る 第 一 情 報 取 得 工 程 と 、 自 車
両 の 走 行 に 関 係 す る 情 報 を 取 得 す る 第 二 情 報 取 得 工 程 と 、 前 記 第 一 ま た は 第 二 情 報 取 得 工
程 に よ っ て 取 得 し た 情 報 に 基 づ い て 現 在 、 将 来 の 少 な く と も い ず れ か の 車 両 状 況 の 判 断 を
行 な う 状 況 判 断 工 程 と 、 前 記 状 況 判 断 工 程 に よ る 判 断 結 果 に 基 づ い て 前 記 車 載 灯 具 の 灯 火
状 態 を 制 御 す る 灯 火 制 御 工 程 と 、 を 含 ん だ こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 こ の 請 求 項 ２ ２ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 方 法 は 、 自 車 両 の 走 行 に 関 係 す る 情 報 を 取
得 し て 状 況 判 断 し 、 判 断 結 果 に 基 づ い て 車 載 灯 具 の 灯 火 状 態 を 制 御 す る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 請 求 項 １ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 運 転 者 の 操 作 に 関 係 す る 情 報 と 、 自 車 両
の 走 行 に 関 係 す る 情 報 を 取 得 し て 状 況 判 断 し 、 判 断 結 果 に 基 づ い て 車 載 灯 具 の 灯 火 状 態 を
制 御 す る の で 、 運 転 者 の 操 作 状 態 と 周 辺 の 状 況 に 応 じ て 適 切 な 灯 火 制 御 を 自 動 実 行 す る 車
載 灯 具 制 御 装 置 を 得 る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
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　 ま た 、 請 求 項 ２ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 自 車 両 の 経 路 案 内 を 行 な う ナ ビ ゲ
ー シ ョ ン シ ス テ ム 、 他 車 両 と の 通 信 を 行 な う 車 両 間 通 信 装 置 、 自 車 両 周 辺 の 物 体 を 検 知 す
る レ ー ダ 装 置 、 自 車 両 周 辺 を 撮 影 す る 撮 影 装 置 、 路 上 に 設 置 さ れ た 路 上 通 信 装 置 と の 通 信
を 行 な う 路 車 間 通 信 装 置 、 自 車 両 の 走 行 速 度 を 取 得 す る 速 度 セ ン サ な ど の 出 力 を 用 い て 状
況 判 断 し 、 判 断 結 果 に 基 づ い て 車 載 灯 具 の 灯 火 状 態 を 制 御 す る の で 、 他 の 車 載 装 置 の 出 力
を 利 用 し て 状 況 に 応 じ た 適 切 な 灯 火 制 御 を 自 動 実 行 す る 車 載 灯 具 制 御 装 置 を 得 る こ と が で
き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 ま た 、 請 求 項 ３ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 時 刻 、 自 車 両 の 位 置 、 走 行 速 度 、
走 行 予 定 経 路 、 道 路 の 形 状 、 地 図 情 報 、 周 辺 車 両 の 位 置 、 歩 行 者 の 位 置 な ど に 基 づ い て 状
況 判 断 し 、 判 断 結 果 に 基 づ い て 車 載 灯 具 の 灯 火 状 態 を 制 御 す る の で 、 周 辺 の 状 況 に 応 じ て
適 切 な 灯 火 制 御 を 自 動 実 行 す る 車 載 灯 具 制 御 装 置 を 得 る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る
。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 ま た 、 請 求 項 ４ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 自 車 両 の 走 行 に 関 係 す る 情 報 を 取
得 し て 状 況 判 断 し 、 判 断 結 果 に 基 づ い て 主 前 照 灯 の ハ イ ビ ー ム 照 射 状 態 と ロ ー ビ ー ム 照 射
状 態 と を 切 り 替 え る の で 、 周 辺 の 状 況 に 応 じ て ハ イ ビ ー ム 照 射 と ロ ー ビ ー ム 照 射 と を 切 り
替 え る 車 載 灯 具 制 御 装 置 を 得 る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 ま た 、 請 求 項 ５ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 自 車 両 の 走 行 に 関 係 す る 情 報 を 取
得 し て 状 況 判 断 し 、 自 車 両 近 傍 に 先 行 車 両 、 対 向 車 両 、 対 向 す る 歩 行 者 の う ち い ず れ か を
検 知 し た 場 合 に 主 前 照 灯 を ロ ー ビ ー ム 照 射 状 態 に す る の で 、 眩 惑 の 発 生 を 自 動 的 に 回 避 す
る 車 載 灯 具 制 御 装 置 を 得 る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 ま た 、 請 求 項 ６ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 自 車 両 の 走 行 に 関 係 す る 情 報 を 取
得 し て 状 況 判 断 し 、 そ の 結 果 自 車 両 が カ ー ブ の 手 前 を 走 行 中 で あ る と 判 断 し た 場 合 に 主 前
照 灯 を ハ イ ビ ー ム 状 態 と す る の で 、 自 車 両 の 存 在 を 自 動 的 か つ 効 果 的 に 通 知 す る 車 載 灯 具
制 御 装 置 を 得 る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 ま た 、 請 求 項 ７ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 自 車 両 の 走 行 に 関 係 す る 情 報 を 取
得 し て 状 況 判 断 し 、 判 断 結 果 に 基 づ い て 主 前 照 灯 の 照 射 範 囲 を 変 更 す る の で 、 周 辺 の 状 況
に 応 じ て 適 切 な 範 囲 を 照 明 す る 車 載 灯 具 制 御 装 置 を 得 る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る
。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 ま た 、 請 求 項 ８ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 周 辺 車 両 と の 距 離 に 基 づ い て 主 前
照 灯 の 照 射 距 離 を 変 更 す る の で 、 周 辺 車 両 を 眩 惑 す る こ と な く 運 転 者 の 視 界 を 照 明 す る 車
載 灯 具 制 御 装 置 を 得 る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 ま た 、 請 求 項 ９ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 自 車 両 が 走 行 中 で あ る 道 路 が 左 側
走 行 で あ る か 右 側 走 行 で あ る か に 基 づ い て 主 前 照 灯 の 照 射 範 囲 を 変 更 す る の で 、 定 め ら れ
た 規 制 に 応 じ て 効 果 的 な 照 明 を 自 動 的 に 選 択 す る 車 載 灯 具 制 御 装 置 を 得 る こ と が で き る と
い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ０ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 自 車 両 が 走 行 中 で あ る 道 路 の 外
側 の 状 況 に 基 づ い て 主 前 照 灯 の 照 射 範 囲 を 変 更 す る の で 、 周 辺 の 状 況 に 応 じ て 適 切 な 照 明
を 自 動 実 行 す る 車 載 灯 具 制 御 装 置 を 得 る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ １ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 自 車 両 の 走 行 に 関 係 す る 情 報 を
取 得 し て 状 況 判 断 し 、 判 断 結 果 に 基 づ い て 車 載 灯 具 の 自 動 点 灯 お よ び ／ ま た は 自 動 消 灯 の
判 定 に 使 用 す る 照 度 閾 値 を 変 更 す る の で 、 周 辺 の 状 況 に 応 じ て 灯 火 の タ イ ミ ン グ を 制 御 す
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る 車 載 灯 具 制 御 装 置 を 得 る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ２ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 日 没 時 刻 が 近 づ い た 場 合 に 車 載
灯 具 の 点 灯 ・ 消 灯 制 御 に 使 用 す る 照 度 閾 値 を 上 げ る の で 、 夕 方 に 早 期 に 点 灯 し て 事 故 発 生
を 防 止 す る 車 載 灯 具 制 御 装 置 を 得 る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ３ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 車 両 の 通 行 量 が 少 な く 、 か つ 見
通 し が 悪 い 場 所 を 走 行 中 で あ る 場 合 に 、 車 載 灯 具 の 点 灯 ・ 消 灯 制 御 に 使 用 す る 照 度 閾 値 を
上 げ る の で 、 必 要 に 応 じ て 自 車 両 の 存 在 通 知 の た め の 点 灯 を 実 行 す る 車 載 灯 具 制 御 装 置 を
得 る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ６ ８ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ４ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 自 車 両 が 走 行 中 で あ る 地 域 に お
け る 車 載 灯 具 の 灯 火 規 則 に 基 づ い て 車 載 灯 具 の 自 動 点 灯 お よ び ／ ま た は 自 動 消 灯 の 制 御 モ
ー ド を 切 り 替 え る の で 、 灯 火 規 則 に 即 し て 灯 火 制 御 を 切 り 替 え 可 能 な 車 載 灯 具 制 御 装 置 を
得 る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ６ ９ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ５ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 自 車 両 の 位 置 、 走 行 予 定 経 路 、
道 路 の 形 状 、 地 図 情 報 の う ち 少 な く と も い ず れ か を 用 い て コ ー ナ リ ン グ ラ ン プ の 点 灯 を 自
動 実 行 す る の で 、 周 辺 の 状 況 に 応 じ て コ ー ナ リ ン グ ラ ン プ を 自 動 点 灯 す る 車 載 灯 具 制 御 装
置 を 得 る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ７ ０ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ６ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 自 車 両 の 走 行 速 度 に 基 づ い て コ
ー ナ リ ン グ ラ ン プ の 照 射 範 囲 を 変 更 す る の で 、 周 辺 の 状 況 に 応 じ て コ ー ナ リ ン グ ラ ン プ の
点 灯 範 囲 を 変 更 す る 車 載 灯 具 制 御 装 置 を 得 る こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ７ １ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ７ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 高 架 下 の 走 行 が 予 測 さ れ た 場 合
に 、 車 載 灯 具 の 自 動 点 灯 時 の デ ィ レ イ 時 間 増 加 や 自 動 点 灯 用 判 定 閾 値 の 変 更 を 行 な う の で
、 高 架 下 の 走 行 時 に お け る 不 要 な パ ッ シ ン グ の 発 生 を 防 止 す る 車 載 灯 具 制 御 装 置 を 得 る こ
と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ７ ２ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ８ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 時 刻 情 報 に 基 づ い て 車 載 灯 具 の
自 動 点 灯 時 の デ ィ レ イ 時 間 増 加 や 自 動 点 灯 用 判 定 閾 値 の 変 更 を 行 な う の で 、 明 る さ の 時 刻
変 化 に よ る 不 要 な パ ッ シ ン グ の 発 生 を 防 止 す る 車 載 灯 具 制 御 装 置 を 得 る こ と が で き る と い
う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ７ ３ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ９ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 情 報 取 得 手 段 の 出 力 に 対 す る 重
み 付 け を 行 な う の で 、 低 コ ス ト で 信 頼 性 の 高 い 状 況 判 断 を 行 な う 車 載 灯 具 制 御 装 置 を 得 る
こ と が で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ７ ４ 】
　 ま た 、 請 求 項 ２ ０ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 自 車 両 の 走 行 に 関 係 す る 情 報 を
取 得 し て 状 況 判 断 し 、 判 断 結 果 に 基 づ い て 車 載 灯 具 の 灯 火 状 態 を 制 御 す る の で 、 周 辺 の 状
況 に 応 じ て 適 切 な 灯 火 制 御 を 自 動 実 行 す る 車 載 灯 具 制 御 装 置 を 得 る こ と が で き る と い う 効
果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ７ ５ 】
　 ま た 、 請 求 項 ２ １ の 発 明 に 係 る 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 自 車 両 の 走 行 に 関 係 す る 情 報 を 取
得 し て 現 在 、 詳 細 の 少 な く と も 何 れ か の 車 両 の 状 況 判 断 を 行 な い 、 判 断 結 果 に 基 づ い て 車
載 灯 具 の 自 動 点 灯 ・ 自 動 消 灯 に 用 い る 照 度 閾 値 を 段 階 的 に 変 更 す る の で 、 周 辺 状 況 に 応 じ
て 点 灯 や 消 灯 の タ イ ミ ン グ を 自 動 的 に 変 更 す る 車 載 灯 具 制 御 装 置 を 得 る こ と が で き る と い
う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ７ ６ 】
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　 ま た 、 請 求 項 ２ ２ の 発 明 に よ れ ば 車 載 灯 具 制 御 方 法 は 、 自 車 両 の 走 行 に 関 係 す る 情 報 を
取 得 し て 状 況 判 断 し 、 判 断 結 果 に 基 づ い て 車 載 灯 具 の 灯 火 状 態 を 制 御 す る の で 、 周 辺 の 状
況 に 応 じ て 適 切 な 灯 火 制 御 を 自 動 実 行 す る 車 載 灯 具 制 御 方 法 を 得 る こ と が で き る と い う 効
果 を 奏 す る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ７ ７ 】
　 以 下 に 添 付 図 面 を 参 照 し て 、 こ の 発 明 に 係 る 車 載 灯 具 制 御 装 置 の 好 適 な 実 施 例 に つ い て
詳 細 に 説 明 す る 。
【 実 施 例 】
【 ０ ０ ７ ８ 】
　 図 １ は 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 で あ る 車 載 灯 具 制 御 装 置 １ の 概 要 構 成 を 示 す 概 要 構 成 図 で
あ る 。 同 図 に 示 す よ う に 車 載 灯 具 制 御 装 置 １ は 、 照 度 セ ン サ ４ １ 、 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ
ム ４ ２ 、 車 両 間 通 信 装 置 ４ ３ 、 レ ー ダ ４ ４ 、 カ メ ラ ４ ５ 、 路 車 間 通 信 装 置 ４ ６ 、 車 速 セ ン
サ ４ ７ 、 ウ イ ン カ ー ス イ ッ チ ４ ８ 、 操 舵 角 セ ン サ ４ ９ 、 ア ク セ ル 開 度 セ ン サ ５ ０ 、 ス モ ー
ル ラ ン プ ５ １ 、 ヘ ッ ド ラ イ ト ５ ２ 、 コ ー ナ リ ン グ ラ ン プ ５ ３ お よ び ウ イ ン カ ー ラ ン プ ５ ４
と 接 続 し て い る 。
【 ０ ０ ７ ９ 】
　 照 度 セ ン サ ４ １ は 、 車 外 の 照 度 を 取 得 す る セ ン サ で あ り 、 フ ォ ト ダ イ オ ー ド な ど に よ っ
て 構 成 さ れ る 。 ま た ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム ４ ２ は 、 Ｇ Ｐ Ｓ （ Global Positioning Syste
m） 人 工 衛 星 と 通 信 し て 特 定 し た 自 車 両 の 位 置 と 地 図 デ ー タ と を 利 用 し て 走 行 経 路 の 設 定
お よ び 誘 導 を 行 な う 。
【 ０ ０ ８ ０ 】
　 車 両 間 通 信 装 置 ４ ３ は 自 車 両 周 辺 の 他 車 両 と 通 信 す る 通 信 装 置 で あ り 、 レ ー ダ ４ ４ は ミ
リ 波 や マ イ ク ロ 波 を 用 い て 自 車 両 周 辺 の 物 体 を 検 出 す る 検 知 手 段 で あ る 。 ま た 、 カ メ ラ ３
４ は 自 車 両 の 周 囲 を 撮 影 す る 撮 影 手 段 で あ る 。
【 ０ ０ ８ １ 】
　 路 車 間 通 信 装 置 ４ ６ は 、 路 上 に 設 置 さ れ た 路 側 通 信 装 置 と の 通 信 に よ っ て 道 路 の 形 状 、
他 車 両 の 走 行 状 況 、 歩 行 者 の 有 無 や 位 置 な ど の 情 報 を 収 集 す る 。 速 度 セ ン サ ３ ２ は 自 車 両
の 走 行 速 度 を 測 定 す る 測 定 手 段 で あ り 、 ウ イ ン カ ー ス イ ッ チ ４ ８ は 運 転 者 が ウ イ ン カ ー ラ
ン プ ５ ４ の 操 作 時 に 使 用 す る 操 作 手 段 で あ る 。
【 ０ ０ ８ ２ 】
　 操 舵 角 セ ン サ ４ ９ は 、 運 転 者 に よ る ハ ン ド ル の 操 作 状 態 を 検 知 す る 検 知 手 段 で あ り 、 ア
ク セ ル 開 度 セ ン サ ５ ０ は 、 運 転 者 に よ る ア ク セ ル の 操 作 状 態 を 検 知 す る 検 知 手 段 で あ る 。
【 ０ ０ ８ ３ 】
　 ス モ ー ル ラ ン プ ５ １ は 、 自 車 両 の 四 隅 に 設 置 さ れ 、 自 車 両 の 存 在 通 知 や 車 幅 の 通 知 を 行
な う 場 合 に 点 灯 す る 、 い わ ゆ る 車 幅 灯 で あ る 。 ま た 、 ヘ ッ ド ラ イ ト ５ ２ は 、 自 車 両 前 面 に
設 置 さ れ 、 夜 間 や ト ン ネ ル 内 に お け る 前 方 の 照 明 に 使 用 す る 主 前 照 灯 で あ る 。 さ ら に 、 コ
ー ナ リ ン グ ラ ン プ ５ ３ は 、 右 左 折 時 に 進 行 先 を 照 明 し て 主 前 照 灯 を 補 助 す る 補 助 前 照 灯 で
あ り 、 ウ イ ン カ ー ラ ン プ ５ ４ は 右 左 折 の 予 定 の 通 知 や 非 常 時 の 通 知 に 使 用 す る 方 向 指 示 灯
で あ る 。
【 ０ ０ ８ ４ 】
　 車 載 灯 具 制 御 装 置 １ は 、 そ の 内 部 に 点 灯 制 御 部 １ １ 、 周 辺 状 況 判 断 部 １ ２ 、 前 照 灯 動 作
制 御 部 １ ３ 、 コ ー ナ リ ン グ ラ ン プ 制 御 部 １ ４ 、 点 灯 制 御 部 １ ５ お よ び 運 転 操 作 状 態 認 識 部
１ ６ を 有 す る 。
【 ０ ０ ８ ５ 】
　 点 灯 制 御 部 １ １ は 、 照 度 セ ン サ ４ １ が 取 得 し た 車 外 の 照 度 値 と 照 度 閾 値 と を 比 較 し 、 照
度 値 が 照 度 閾 値 を 超 え る 場 合 に ヘ ッ ド ラ イ ト ５ ２ お よ び ス モ ー ル ラ ン プ ５ １ を 点 灯 す る 。
【 ０ ０ ８ ６ 】
　 同 様 に 、 点 灯 制 御 部 １ ５ は 、 運 転 者 に よ る ウ イ ン カ ー ス イ ッ チ ４ ８ の 操 作 に 基 づ い て ウ
イ ン カ ー ラ ン プ ５ ４ の 点 灯 制 御 を 実 行 す る 。 さ ら に 、 点 灯 制 御 部 １ ５ は 、 ウ イ ン カ ー ス イ
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ッ チ ４ ８ が 示 す 右 左 折 の 予 定 に 併 せ て コ ー ナ リ ン グ ラ ン プ ５ ３ の 点 灯 制 御 を 実 行 す る 。
【 ０ ０ ８ ７ 】
　 運 転 操 作 状 態 認 識 部 １ ６ は 、 操 舵 角 セ ン サ ４ ９ お よ び ア ク セ ル 開 度 セ ン サ ５ ０ の 出 力 か
ら 運 転 者 に よ る 運 転 操 作 の 状 態 を 認 識 す る 処 理 を 行 な う 。
【 ０ ０ ８ ８ 】
　 周 辺 状 況 判 断 部 １ ２ は 、 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム ４ ２ 、 車 両 間 通 信 装 置 ４ ３ 、 レ ー ダ ４
４ 、 カ メ ラ ４ ５ 、 路 車 間 通 信 装 置 ４ ６ お よ び 運 転 操 作 状 態 認 識 部 １ ６ か ら 時 刻 、 自 車 両 の
現 在 位 置 や 走 行 速 度 、 走 行 予 定 経 路 、 道 路 の 形 状 や 地 図 情 報 、 周 辺 車 両 の 位 置 や 速 度 、 歩
行 者 の 位 置 や 向 き 、 さ ら に 自 車 両 の 運 転 操 作 状 態 を 取 得 し 、 こ れ ら の 情 報 に 基 づ い て 状 況
判 断 を 行 な う 。
【 ０ ０ ８ ９ 】
　 具 体 的 に は 、 時 刻 、 自 車 両 の 現 在 位 置 、 走 行 予 定 経 路 、 道 路 の 形 状 、 地 図 情 報 に つ い て
は 、 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム ４ ２ か ら 取 得 す る こ と が で き 、 自 車 両 の 走 行 速 度 は 車 速 セ ン
サ ４ ７ か ら 取 得 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ９ ０ 】
　 ま た 、 周 辺 車 両 の 位 置 や 速 度 に つ い て は 周 辺 状 況 判 断 部 １ ２ 内 部 の 周 辺 車 両 認 識 部 ２ １
が 認 識 し 、 歩 行 者 の 位 置 や 向 き に つ い て は 同 じ く 周 辺 状 況 判 断 部 １ ２ 内 部 の 歩 行 者 認 識 部
２ ２ が 認 識 す る 。
【 ０ ０ ９ １ 】
　 周 辺 車 両 認 識 部 ２ １ は 、 車 両 間 通 信 装 置 ４ ３ に よ る 他 車 両 と の 通 信 、 レ ー ダ ４ ４ に よ る
検 知 、 カ メ ラ ４ ５ が 撮 影 し た 画 像 に 対 す る 画 像 認 識 、 さ ら に 路 車 間 通 信 装 置 ４ ６ が 路 側 通
信 装 置 か ら 受 信 し た 他 車 両 の 走 行 状 況 に よ っ て 周 辺 車 両 の 位 置 や 速 度 を 認 識 す る 。
【 ０ ０ ９ ２ 】
　 ま た 、 歩 行 者 認 識 部 ２ ２ は 、 レ ー ダ ４ ４ に よ る 検 知 、 カ メ ラ ４ ５ が 撮 影 し た 画 像 に 対 す
る 画 像 認 識 、 さ ら に 路 車 間 通 信 装 置 ４ ６ が 路 側 通 信 装 置 か ら 受 信 し た 歩 行 者 の 情 報 に よ っ
て 歩 行 者 の 位 置 や 速 度 を 認 識 す る 。
【 ０ ０ ９ ３ 】
　 な お 、 周 辺 状 況 判 断 部 １ ２ に よ る 状 況 判 断 に お い て 、 各 種 出 力 （ ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ
ム ４ ２ 、 車 両 間 通 信 装 置 ４ ３ 、 レ ー ダ ４ ４ 、 カ メ ラ ４ ５ 、 路 車 間 通 信 装 置 ４ ６ お よ び 運 転
操 作 状 態 認 識 部 １ ６ の 出 力 ） に 対 し て 重 み 付 け を 行 な う こ と が 望 ま し い 。
【 ０ ０ ９ ４ 】
　 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム な ど の 比 較 的 複 雑 な 機 器 は 、 温 度 や 湿 度 、 振 動 な ど の 環 境 に 対
す る 信 頼 性 の 確 保 に 高 い コ ス ト が 必 要 と な り 、 照 度 な ど 比 較 的 単 純 な セ ン サ 出 力 に 対 し て
信 頼 性 が 低 い こ と が あ る 。
【 ０ ０ ９ ５ 】
　 そ こ で 、 状 況 判 断 に 用 い る 各 種 出 力 に 対 し て 重 み 付 け を 行 な い 、 制 御 を 実 施 す る こ と に
よ り 、 例 え ば ナ ビ 情 報 が 不 安 定 に な っ た 場 合 に も 本 来 の 目 的 を 損 な う こ と な く 車 載 灯 具 の
制 御 機 能 を 提 供 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ９ ６ 】
　 前 照 灯 動 作 制 御 部 １ ３ は 、 周 辺 状 況 判 断 部 １ ２ が 判 断 し た 周 辺 状 況 に 基 づ い て 、 点 灯 制
御 部 １ １ に 対 す る 動 作 制 御 と 、 ヘ ッ ド ラ イ ト ５ ２ に 対 す る 動 作 制 御 を 実 行 す る 制 御 部 で あ
り 、 そ の 内 部 に 動 作 モ ー ド 切 替 部 ３ １ 、 照 射 範 囲 制 御 部 ３ ２ 、 点 灯 閾 値 設 定 部 ３ ３ お よ び
制 御 モ ー ド 切 替 部 ３ ４ を 有 す る 。
【 ０ ０ ９ ７ 】
　 動 作 モ ー ド 切 替 部 ３ １ は 、 ヘ ッ ド ラ イ ト ５ ２ に お け る ２ つ の 動 作 モ ー ド 、 す な わ ち ハ イ
ビ ー ム 照 射 状 態 と ロ ー ビ ー ム 照 射 状 態 と を 切 り 替 え る 制 御 を 行 な う 。
【 ０ ０ ９ ８ 】
　 具 体 的 に は 、 図 ２ に 示 す よ う に 状 況 判 断 部 １ ２ が 自 車 両 Ｃ １ の 近 傍 （ 例 え ば １ ０ ０ m以
内 ） に 先 行 車 両 Ｃ ２ 、 対 向 車 両 Ｃ ３ 、 対 向 す る 歩 行 者 Ｈ １ の い ず れ か の 存 在 を 検 知 し た 場
合 、 動 作 モ ー ド 切 替 部 ３ １ は ヘ ッ ド ラ イ ト ５ ２ を ロ ー ビ ー ム 照 射 状 態 に す る 。 ま た 、 状 況
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判 断 部 １ ２ に よ っ て 自 車 両 が カ ー ブ の 手 前 を 走 行 中 で あ る と 判 断 さ れ た 場 合 に は 、 動 作 モ
ー ド 切 替 部 ３ １ は ヘ ッ ド ラ イ ト ５ ２ を ハ イ ビ ー ム 照 射 状 態 に す る 。
【 ０ ０ ９ ９ 】
　 照 射 範 囲 制 御 部 ３ ２ は 、 ヘ ッ ド ラ イ ト ５ ２ の 照 射 範 囲 を 変 更 す る 制 御 を 行 な う 。 ま ず 、
ハ イ ビ ー ム 照 射 で は １ ０ ０ ｍ 先 の 障 害 物 を 照 ら す こ と が で き る が 、 先 行 車 両 や 対 向 車 両 が
存 在 す る 場 合 に ハ イ ビ ー ム 照 射 を 行 な う と 先 行 車 両 や 対 向 車 両 を 眩 惑 す る 可 能 性 が あ る 。
こ の 眩 惑 の 発 生 を 回 避 す る た め 、 先 行 車 両 や 対 向 車 両 が 存 在 す る 場 合 に は ロ ー ビ ー ム 照 射
を 行 な う の で あ る が 、 こ の ロ ー ビ ー ム 照 射 の 範 囲 は 通 常 、 図 ３ に 示 す よ う に ４ ０ ｍ 先 の 障
害 物 を 照 ら す 程 度 の 距 離 に 固 定 さ れ て い る 。
【 ０ １ ０ ０ 】
　 照 射 範 囲 制 御 部 ３ ２ は 、 周 辺 状 況 判 断 部 １ ２ に よ っ て 判 断 さ れ た 先 行 車 両 も し く は 対 向
車 両 と の 車 間 距 離 に 基 づ い て ロ ー ビ ー ム 照 射 の 照 射 距 離 を 変 更 す る こ と で 、 周 辺 車 両 を 眩
惑 す る こ と な く 、 か つ 自 車 両 の 運 転 者 の 視 界 範 囲 を 十 分 に 照 明 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ０ １ 】
　 さ ら に 、 ヘ ッ ド ラ イ ト ５ ２ に よ っ て 照 明 す べ き 距 離 は 、 自 車 両 の 速 度 に よ っ て こ と な る
の で 、 照 射 範 囲 制 御 部 ３ ２ は 自 車 両 の 走 行 速 度 に 基 づ い て さ ら に ヘ ッ ド ラ イ ト ５ ２ の 照 射
距 離 を 変 更 す る 。
【 ０ １ ０ ２ 】
　 と こ ろ で 、 ヘ ッ ド ラ イ ト ５ ２ の 照 射 範 囲 は 一 律 で は な く 、 図 ４ に 示 す よ う に 偏 り を 持 た
せ る こ と が 一 般 的 で あ る 。 こ れ は 、 例 え ば 日 本 の よ う に 左 側 走 行 の 道 路 で は 対 向 車 両 は 自
車 両 Ｃ １ の 右 側 に 、 歩 行 者 は 左 側 に 位 置 す る た め 、 右 側 の 照 射 範 囲 を 低 く し て 対 向 車 の 眩
惑 を 防 止 す る と と も に 、 左 側 の 照 射 範 囲 を 高 く し て 歩 行 者 の 早 期 発 見 を 支 援 し て い る 。
【 ０ １ ０ ３ 】
　 そ し て 車 両 を 輸 出 す る 場 合 に は 輸 出 先 の 道 路 の 規 制 に 合 わ せ て 照 射 範 囲 を 調 整 し て い た
の で あ る が 、 か か る 規 制 が 異 な る 国 を ま た い で 走 行 す る 場 合 に つ い て は 考 慮 さ れ て い な か
っ た 。 そ こ で 、 照 射 範 囲 制 御 部 ３ ２ は 、 位 置 情 報 に 基 づ い て こ の 照 射 範 囲 を 変 更 （ 回 動 ）
す る 制 御 を 行 な う こ と で 、 走 行 中 の 道 路 に 適 合 し た 照 射 を 実 現 す る 。
【 ０ １ ０ ４ 】
　 ま た 、 例 え ば 日 本 の よ う に 左 側 走 行 の 道 路 で あ っ て も 、 一 方 通 行 の 道 路 で は そ の 右 側 に
対 向 車 で は な く 歩 行 者 が 存 在 す る 可 能 性 が あ り 、 ま た 高 速 道 路 で あ れ ば 左 側 で あ っ て も 歩
行 者 が 存 在 す る 可 能 性 は 低 い 。 そ こ で 、 照 射 範 囲 制 御 部 ３ ２ は 、 自 車 両 が 走 行 中 で あ る 道
路 の 外 側 の 状 況 に 基 づ い て ヘ ッ ド ラ イ ト ５ ２ の 照 射 範 囲 を 変 更 （ 回 動 ） す る 制 御 を 行 な う
。 さ ら に 、 自 車 両 の 走 行 速 度 に 応 じ て ヘ ッ ド ラ イ ト ５ ２ の 水 平 方 向 の 角 度 を 変 更 す る こ と
で 照 射 範 囲 を 変 更 す る 制 御 を 行 な っ て も よ い 。
【 ０ １ ０ ５ 】
　 点 灯 閾 値 設 定 部 ３ ３ は 、 点 灯 制 御 部 １ １ が 使 用 す る 照 度 閾 値 を 変 更 す る 制 御 を 行 な う 。
具 体 的 に は 、 点 灯 閾 値 設 定 部 ３ ３ は 、 日 没 時 刻 に 近 づ い た 場 合 に 図 ５ に 示 す よ う に 照 度 閾
値 を 閾 値 Ｔ ｈ １ か ら 閾 値 Ｔ ｈ ２ に 上 げ る 。 そ の た め 、 事 故 の 発 生 し や す い 日 没 前 に は 、 早
期 に （ す な わ ち 時 刻 ｔ １ 以 前 の 時 刻 ｔ ２ に ） ヘ ッ ド ラ イ ト ５ ２ を 点 灯 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ０ ６ 】
　 ま た 、 点 灯 閾 値 設 定 部 ３ ３ は 、 車 両 の 通 行 量 が 少 な く 、 か つ 見 通 し が 悪 い 場 所 、 例 え ば
山 道 を 走 行 中 で あ る 場 合 に 照 度 閾 値 を 上 げ る 。 そ の た め 、 運 転 者 の 目 視 に は 十 分 な 明 る さ
が あ る 場 合 で あ っ て も 、 自 動 的 に ヘ ッ ド ラ イ ト ５ ２ を 点 灯 し て 周 辺 に 対 し て 自 車 両 の 存 在
を 通 知 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ０ ７ 】
　 な お 、 例 え ば 山 道 で 自 車 両 の 存 在 を 通 知 す る た め に ヘ ッ ド ラ イ ト ５ ２ を 点 灯 し た 場 合 に
は 、 山 道 を 抜 け る ま で ヘ ッ ド ラ イ ト ５ ２ の 点 灯 を 継 続 す る 。 こ れ は 、 走 行 中 の 微 細 な 照 度
の 変 動 に 影 響 さ れ て ヘ ッ ド ラ イ ト ５ ２ の 点 灯 と 消 灯 を 繰 り 返 す と 、 周 辺 の 車 両 か ら 「 パ ッ
シ ン グ を 行 な っ て い る 」 と 誤 っ て 認 識 さ れ る こ と が 考 え ら れ る た め で あ る 。
【 ０ １ ０ ８ 】
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　 同 様 に 、 高 架 下 や 陸 橋 の 下 を 通 過 す る 場 合 、 ま た 日 没 や 日 出 な ど 周 囲 の 明 る さ が 変 化 す
る 場 合 に も 、 明 る さ の 変 化 に し た が っ て ヘ ッ ド ラ イ ト ５ ２ が 明 滅 し 、 不 要 な パ ッ シ ン グ が
発 生 す る 場 合 が あ る 。
【 ０ １ ０ ９ 】
　 従 来 、 こ の 問 題 を 解 決 す る た め 自 動 点 灯 ・ 自 動 消 灯 時 に 遅 れ （ デ ィ レ イ ） を 持 た せ る こ
と が 行 な わ れ て い た が 、 単 純 に デ ィ レ イ を か け る と 点 灯 ・ 消 灯 の レ ス ポ ン ス が 低 下 す る こ
と と な る 。
【 ０ １ １ ０ 】
　 そ こ で 、 前 照 灯 制 御 動 作 制 御 部 １ ３ は 、 高 架 下 や 陸 橋 の 下 を 通 過 す る 場 合 、 ま た 日 没 や
日 出 な ど 周 囲 の 明 る さ が 変 化 す る 場 合 に の み 、 デ ィ レ イ 時 間 や 判 定 閾 値 を 補 正 す る こ と で
、 通 常 時 に お け る レ ス ポ ン ス 低 下 を 防 止 し つ つ 、 不 要 な パ ッ シ ン グ の 発 生 を 防 止 す る 。
【 ０ １ １ １ 】
　 制 御 モ ー ド 切 替 部 ３ ４ は 、 点 灯 制 御 部 １ １ に よ る 自 動 点 灯 や 自 動 消 灯 の 制 御 モ ー ド を 切
り 替 え る 処 理 を 行 な う 。 車 載 灯 具 、 特 に ヘ ッ ド ラ イ ト に つ い て は 、 そ の 点 灯 に 関 す る 規 則
が 地 域 ご と （ 多 く は 国 ご と ） に 定 め ら れ て い る 。 例 え ば 、 日 本 で は 日 中 に ヘ ッ ド ラ イ ト ５
２ や ス モ ー ル ラ ン プ ５ １ を 消 灯 し て も よ い が 、 場 所 に よ っ て は 自 車 両 の 存 在 通 知 を 目 的 と
し て 日 中 で あ っ て も ヘ ッ ド ラ イ ト ５ ２ （ も し く は ス モ ー ル ラ ン プ ５ １ な ど ） の 点 灯 が 推 奨
さ れ 、 も し く は 義 務 付 け ら れ て い る 。
【 ０ １ １ ２ 】
　 そ こ で 、 制 御 モ ー ド 切 替 部 ３ ４ は 、 位 置 情 報 に 基 づ い て 自 動 点 灯 や 自 動 消 灯 の 制 御 モ ー
ド を 切 り 替 え る こ と で 、 自 車 両 が 走 行 中 で あ る 地 域 の 灯 火 規 則 に 適 合 し た 制 御 を 実 現 す る
。
【 ０ １ １ ３ 】
　 コ ー ナ リ ン グ ラ ン プ 制 御 部 １ ４ は 、 周 辺 状 況 判 断 部 １ ２ が 判 断 し た 周 辺 状 況 に 基 づ い て
、 点 灯 制 御 部 １ ５ に 対 す る 動 作 制 御 と 、 コ ー ナ リ ン グ ラ ン プ ５ ３ に 対 す る 動 作 制 御 を 実 行
す る 制 御 部 で あ る 。
【 ０ １ １ ４ 】
　 具 体 的 に は 、 コ ー ナ リ ン グ ラ ン プ 制 御 部 １ ４ は 、 自 車 両 が 走 行 中 で あ る 道 路 が 交 差 点 な
ど 歩 行 者 の 多 い 場 所 で あ る 場 合 に は 、 点 灯 制 御 部 １ ５ を 介 し て コ ー ナ リ ン グ ラ ン プ ５ ３ を
点 灯 す る こ と で 、 歩 行 者 の 視 認 性 を 向 上 す る 。
【 ０ １ １ ５ 】
　 同 様 に 、 自 車 両 が 走 行 中 で あ る 道 路 が 細 い 場 合 に も 、 点 灯 制 御 部 １ ５ を 介 し て コ ー ナ リ
ン グ ラ ン プ を 点 灯 し て 道 路 の 視 認 性 を 向 上 す る 。 さ ら に 、 自 車 両 の 走 行 速 度 に 応 じ て コ ー
ナ リ ン グ ラ ン プ ５ ３ の 照 射 範 囲 を 変 更 す る 制 御 を 行 な っ て も よ い 。
【 ０ １ １ ６ 】
　 ま た 、 コ ー ナ リ ン グ ラ ン プ 制 御 部 １ ４ は 、 自 車 両 の 走 行 予 定 経 路 と 現 在 位 置 か ら 右 左 折
を す べ き 場 所 へ の 接 近 を 検 知 し た な ら ば 、 点 灯 制 御 部 １ ５ を 介 し て コ ー ナ リ ン グ ラ ン プ ５
３ を 点 灯 す る こ と で 、 ウ イ ン カ ー ラ ン プ ５ ４ の 点 灯 状 態 に 依 存 す る こ と な く 照 明 を 開 始 す
る こ と が で き る 。
【 ０ １ １ ７ 】
　 す な わ ち 、 コ ー ナ リ ン グ ラ ン プ 制 御 部 １ ４ は 、 図 ６ の フ ロ ー チ ャ ー ト に 示 し た よ う に 、
自 車 両 が 交 差 点 の 近 傍 に あ る 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ １ ， Ｙ ｅ ｓ ） 、 細 い 道 を 走 行 中 で あ る
場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ２ ， Ｙ ｅ ｓ ） 、 も し く は 右 左 折 の 予 定 が あ る 場 合 （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０
３ ， Ｙ ｅ ｓ ） に コ ー ナ リ ン グ ラ ン プ ５ ３ を 点 灯 す る こ と と な る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ４ ） 。
【 ０ １ １ ８ 】
　 上 述 し て き た よ う に 、 本 実 施 例 に か か る 車 載 灯 具 制 御 装 置 １ は 、 周 辺 状 況 判 断 部 １ ２ が
ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム ４ ２ 、 車 両 間 通 信 装 置 ４ ３ 、 レ ー ダ ４ ４ 、 カ メ ラ ４ ５ 、 路 車 間 通
信 装 置 ４ ６ 、 車 速 セ ン サ ４ ７ な ど の 出 力 を 用 い て 状 況 判 断 を 行 な い 、 前 照 灯 動 作 制 御 部 １
３ が 状 況 に 応 じ て ハ イ ビ ー ム 照 射 と ロ ー ビ ー ム 照 射 の 切 り 替 え 、 照 射 距 離 や 照 射 範 囲 の 変
更 、 点 灯 閾 値 の 設 定 、 制 御 モ ー ド の 切 り 替 え を 実 行 す る と と も に 、 コ ー ナ リ ン グ ラ ン プ 制
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御 部 １ ４ が コ ー ナ リ ン グ ラ ン プ の 点 灯 制 御 へ の 介 入 や コ ー ナ リ ン グ ラ ン プ ５ ３ の 照 射 範 囲
の 変 更 を 行 な う の で 、 周 辺 の 状 況 に 応 じ て 適 切 な 灯 火 制 御 を 自 動 実 行 す る こ と が で き る 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ １ １ ９ 】
　 以 上 の よ う に 、 本 発 明 に か か る 車 載 灯 具 制 御 装 置 は 、 車 載 灯 具 の 自 動 制 御 に 有 用 で あ り
、 特 に 周 辺 の 状 況 に 応 じ た 灯 火 制 御 に 適 し て い る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ １ ２ ０ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 実 施 例 に か か る 車 載 灯 具 制 御 装 置 の 概 要 構 成 を 示 す 概 要 構 成 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 動 作 モ ー ド 切 替 部 ３ １ の 動 作 に つ い て 説 明 す る 説 明 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 照 射 距 離 の 制 御 に つ い て 説 明 す る 説 明 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 照 射 範 囲 の 制 御 に つ い て 説 明 す る 説 明 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 照 度 閾 値 の 変 更 に つ い て 説 明 す る 説 明 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 図 １ に 示 し た コ ー ナ リ ン グ ラ ン プ 制 御 部 の 動 作 に つ い て 説 明 す る 説 明 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ １ ２ １ 】
　 　 １ 　 　 車 載 灯 具 制 御 装 置
　 １ １ ， １ ５ 　 　 点 灯 制 御 部
　 １ ２ 　 　 周 辺 状 況 判 断 部
　 １ ３ 　 　 動 作 モ ー ド 切 替 部
　 １ ４ 　 　 コ ー ナ リ ン グ ラ ン プ 制 御 部
　 １ ６ 　 　 運 転 操 作 状 況 認 識 部
　 ２ １ 　 　 周 辺 車 両 認 識 部
　 ２ ２ 　 　 歩 行 者 認 識 部
　 ３ １ 　 　 動 作 モ ー ド 切 替 部
　 ３ ２ 　 　 照 射 範 囲 制 御 部
　 ３ ３ 　 　 点 灯 閾 値 設 定 部
　 ３ ４ 　 　 制 御 モ ー ド 切 替 部
　 ４ １ 　 　 照 度 セ ン サ
　 ４ ２ 　 　 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム
　 ４ ３ 　 　 車 両 間 通 信 装 置
　 ４ ４ 　 　 レ ー ダ
　 ４ ５ 　 　 カ メ ラ
　 ４ ６ 　 　 路 車 間 通 信 装 置
　 ４ ７ 　 　 車 速 セ ン サ
　 ４ ８ 　 　 ウ イ ン カ ー ス イ ッ チ
　 ４ ９ 　 　 操 舵 角 セ ン サ
　 ５ ０ 　 　 ア ク セ ル 開 度 セ ン サ
　 ５ １ 　 　 ス モ ー ル ラ ン プ
　 ５ ２ 　 　 ヘ ッ ド ラ イ ト
　 ５ ３ 　 　 コ ー ナ リ ン グ ラ ン プ
　 ５ ４ 　 　 ウ イ ン カ ー ラ ン プ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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